
   
 

 
 

 
 

 
 

犯 罪 被 害 に あ わ れ た 方 へ 
～ 札 幌 市 の 支 援 制 度 の ご 案 内 ～ 

2020 年 4 月以降に行われた犯罪行為
による犯罪被害者ご本人、そのご遺族・
ご家族が「札幌市民」で、右記に該当す
る場合に支援の対象者となります。 
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Ｑ 交通事故による被害は、支援の対象となりますか? 

Ａ 過失による交通事故の被害であれば、支援の対象となりません。 

Ｑ 犯罪被害であれば、どのような場合でも支援の対象となりますか? 

Ａ 犯罪被害であっても、次の場合には、支援の対象とならないことがあります。 
○ 犯罪被害者等と加害者との間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があったとき  
○ 犯罪行為を教唆・ほう助するなど、犯罪被害について犯罪被害者等にも責めに帰すべき行為があ

ったとき 
○ 犯罪被害者等が暴力団員または暴力団密接関係者であるとき 
○ 犯罪被害者等と加害者との関係、その他の事情から判断して、支援を行うことが社会通念上適切

でないと認められるとき 

・北海道警察本部犯罪被害者支援室  
  TEL 011-251-0110（平日８時 45 分～17 時 30 分） ※土日祝日・年末年始を除く 

・警察相談専用電話 
  TEL #9110（毎日 24 時間対応） 

・北海道家庭生活総合カウンセリングセンター「北海道被害者相談室」  
  TEL  011-232-8740（平日 10 時～16 時） ※土日祝日・年末年始を除く 

・性暴力被害者支援センター北海道「SACRACH（さくらこ）」 
  TEL  050-3786-0799（平日 10 時～20 時） ※土日祝日・年末年始を除く 

さっぽろ市 
02-D01-20-1320 
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Ｑ 犯罪被害にあわれた方が札幌市民であれば、そのご遺族やご家族は支援の対象となりますか? 

Ａ 犯罪被害にあわれた方や、そのご遺族・ご家族で、実際に支援を受けようとする方が札幌市民の場
合に、支援の対象となります。 

Ｑ 犯罪被害の後に、札幌市外へ転居した場合でも支援の対象となりますか? 

Ａ 犯罪被害にあわれたときに、札幌市民であれば、対象となる支援があります。 


